
－21－

花園大学社会福祉学部研究紀要　第28号　2020年 3 月

地域課題の解決を可能とする協議会型住民自治組織の
組織特性と担い手の特徴

─久留米市安武校区のこども食堂を中心とした活動の考察から─

深　川　光　耀

本稿では、「福祉のまち 安武」を目標にまちづくり活動を展開する協議会型住民自治組織である、安
武校区まちづくり振興会の「安武こども食堂」を中心とした活動をもとに、地域課題の解決を可能と
する振興会の組織特性とその担い手の特徴を明らかにした。分析からは、振興会の有する地域代表性、
連合体制、地域目標、有償専従の事務局体制という組織特性と、活動拠点や活動資金等の地域資源と
いった地域の基礎力が地域課題解決の取り組みにとって重要であることがわかった。同時に、課題解
決の取り組みが有効に機能するには、組織特性と地域資源を活用する事務局員や社会福祉法人スタッ
フといった人的資源の存在と果たす役割が不可欠であることを明らかにした。その結果、地域課題解
決の態勢は、振興会の有する組織特性や地域資源とそれを活用する人的資源、つまり、振興会の有す
る「地域の仕組み」と担い手の相互連関的作用によって構築されることが示された。

キーワード：  協議会型住民自治組織、地域活動、こども食堂、参加動機、安武校区

Based on activities focusing on “Yasutake Children’s Cafeterias” by Yasutake Machizukuri 

Shinkokai (Community Development Association of Yasutake School District), which is a 

collaboration-based resident autonomous organization conducting community development in 

the Yasutake School District toward the goal of “Yasutake as Welfare Community,” this paper 

elucidates the organizational characteristics of Shinkokai and distinctive traits of its bearers 

that enable local problem solving. Our analysis indicates that elements important to the problem 

solving efforts are organizational characteristics possessed by Shinkokai including its collaborative 

framework, local representativity, local goals, and its full-time remunerative office as well as local 

infrastructure defined by local resources including activity bases and activity funds. Furthermore, 

the paper shows that elements indispensable for local problem solving efforts to function effectively 

are the existence of and the role played by human resources including office personnel and social 

welfare corporation members who utilize organizational characteristics and local resources 

are indispensable. As a result, local problem solving efforts are shown to be constructed by 

organizational characteristics and local resources possessed by Shinkokai and its bearers who 

utilize them and make them function, namely, through interactions between the mechanism and 

bearers of Shinkokai.

Key words :   neighborhood autonomy council, community activities, children’s cafeterias, 

participation motive, Yasutake School District
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1．研究の意義・目的

1.1　問題の所在
（1）地域課題の顕在化
近年、高齢者の社会的孤立、子どもやその親の貧
困、災害時における要配慮者の避難体制の未確立
等のような「生命と生活」、つまり、人々の暮らし
の基盤となる「生」に関わるものが新たな地域課
題となっており、その対応が求められている。地
域課題の解決や住民ニーズの充足に対してはこれ
まで、福祉国家の実現の中で、国や自治体が行政
サービスを提供するかたちで応えてきた。もちろ
ん、今日においても近代福祉国家による地域課題
や住民ニーズに即した公的な制度・政策での対応
が第一義的に求められる。
しかしながら、少子高齢化や人口減少・過疎化
の社会的変化に伴う行政の財政難等によって、福
祉・公的サービスは縮小する傾向にある。このよう
な状況の中で、地域課題の解決に応えるサービス
提供を行政のみで行うことが困難となってきてお
り、「行政が提供する立場で、住民は供給される立
場」という構図だけではない、地域コミュニティ
による支え合いの必要性が長く語られている。そ
のような中で近年は、顔の見える範囲を支える地
域１）を舞台とした、住民の相互扶助による自律的
な仕組み２）が求められている３）。ただこの場合、
地域コミュニティに課題解決４）を担う力があるの
か、その担い手は具体的に誰か、担う仕組み５）は
どのようなものかを明らかにする必要があるもの
の、その論考は少ない。そのため、本研究では、地
域が課題解決を担うことができるかについて明ら
かにしていく。

（2）課題解決を期待される地域の現状
地域課題の解決やサービス提供の主体として、
1998 年以来、組織数や活動領域を拡大している
NPOへの期待と、町内会・自治会、それらを基盤
としたまちづくり協議会といった地域住民組織６）

に期待する動きがある７）。しかしその期待の一方
で、主体ごとに課題を内包している。
例えば、2000年頃から専門性を有するNPOによ
る地域課題解決への期待があったが、地域住民組

織との連携は期待に添うほど進んでいない８）。そ
のため、より地域に根ざしたコミュニティベース
ドのNPOが求められている。一方の地域住民組織
は、役員の高齢化、担い手不足、基盤となる自治
会・町内会の加入率の低下の課題を抱えるなど制
度疲労を起こしている。
しかしながら近年は、地域課題の顕在化を背景
に、前述したような顔の見える範囲の中で共助を
担う地域コミュニティの重要性が自治体でも語ら
れており、地域コミュニティやそれを担う組織の
活性化の動きが始まっている。地域住民組織が地
域課題解決の担い手として再び注目される中での
動きとして、協議会型住民自治組織の導入による
地域コミュニティの再構築がある９）。ただ、それに
よる地域コミュニティを基盤とした課題解決の有
効性に対する問いはまだ残っている。

1.2　協議会型住民自治組織による地域づくり
（1）協議会型住民自治組織の特徴
協議会型住民自治組織とは、自治会・町内会など
の地域住民組織と諸地域団体を一本化し、それを
中心として、地域内に存在するボランティア団体、
NPO、学校、PTA、企業等の多様な主体が連携す
ることによって、包括的に地域課題解決を図る組
織である。こうした組織の総称として、「協議会型
住民自治組織」が用いられている。この協議会型
住民自治組織の最たる特徴は、多くの協議会型住
民自治組織が自治体独自の制度化 10）により、「地域
を代表する組織」として公式に位置付けられてい
ることである。実態的にも制度的にも行政とパー
トナーシップ関係が構築されている。その関係か
ら協議会型住民自治組織は、行政から活動に対す
る財政的支援や協力を得ている 11）。全国の都市自
治体のほぼ半数が協議会型住民自治組織を導入 12）

するなど制度枠組みとして整いつつある（2013 年
時点）13）。
中川（2011）、乾（2015）の研究蓄積をもとに協
議会型住民自治組織の一般的な組織特性を以下に
整理する。1つ目は、前述した制度化によって、協
議会型住民自治組織が、行政と手を取り合う、地
域を代表した協働の主体として公認されているこ
とである。2つ目は、地域課題や地域運営に地域住
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民組織や諸地域団体が協力・連携し、包括的に取
り組む体制である。乾はこのあり方を「オール地
域で取り組む」と表現している。この他、地域に
よっては、活動拠点や事務局機能を有する場合も
ある。各自治体で多少かたちは異なるものの、こ
のような特性を持つ協議会型住民自治組織の導入
を通じて、地域一丸となって課題解決に臨む態勢
づくりが目指されている。

（2）  協議会型住民自治組織による課題解決の可能性
協議会型住民自治組織を導入した多くの地域で
課題解決に取り組む事例がみられている 14）。た
だ一部の地域で機能しているものの、全国的にみ
ると必ずしも巧く機能しているとは言い切れない
15）。であるならば、同様の仕組みを有しながらも、
巧く仕組みを活用し課題解決に取り組む地域と、
そうでない地域の成否が何によって左右されるか
を明らかにすることが重要となる。
そのため本研究では、協議会型住民自治組織の
仕組みに着目するとともに、その仕組みを動かす
担い手にも注目する。さらに、担い手と仕組みの
相互連関的作用を読み解くことによって、仕組み
が活性化するダイナミズムを明らかにすることを
目的とする。
この問いを明らかにするには、複数の事例を並
びみながら読み取っていく必要があることを認識
したうえで、本研究ではその第一歩として、福岡県
久留米市安武校区（以下；安武）の協議会型住民
自治組織である「安武校区まちづくり振興会（以
下；振興会）」を対象に、先の問いに応えていく。
安武は、「福祉のまち 安武」を標榜し、振興会
を中心に地域課題の解決に取り組んでいる。課題
に応じて、振興会構成団体に所属する有志の力を
束ねながら、取り組みを創出する課題解決のアプ
ローチが特徴である。本研究では、とりわけ、この
課題解決の特徴が顕著にみられ、活発に取り組ま
れている「安武こども食堂（以下；こども食堂）」
を中心に調査を進めている。

1.3　調査方法
研究の目的を明らかにするため、一次調査とし
て、久留米市協働推進部地域コミュニティ課への

ヒアリング調査を実施し、久留米市の地域コミュ
ニティの現状と校区コミュニティ制度について把
握した。そのうえで、安武において、振興会リー
ダー層とこども食堂の担い手に対してヒアリング
調査を行った（詳細は、3.2）

2．久留米市の校区コミュニティ組織

2.1　久留米市の概要
久留米市は、九州の北部、福岡県南西部に位置
し、福岡市から約 40㎞の距離にある。2005 年に周
辺 4町と合併し現在に至る。人口は約 30 万人、小
学校区数が 46、自治会数は 657 である（2013 年時
点）16）。
久留米市は、2017 年度に「久留米市校区コミュ
ニティ組織の登録に関する規則」を設け、この規則
に基づいて登録・承認された「校区コミュニティ
組織（久留米市における協議会型住民自治組織）」
と公式に手を結び、校区のまちづくり活動（以下；
校区活動）に取り組んでいる。久留米市は校区コ
ミュニティ組織（以下；校区組織）を公認し、そ
こに対して財政的支援や情報提供などを行ってい
る 17）。2019 年現在、市内の全 46 校区に組織されて
いる。

2.2　校区コミュニティ組織の概要
校区組織は、小学校区を基本単位として設置さ
れ、社会福祉の増進、環境の保全、教育および文
化の向上、防犯・防災などの自らの地域を自らで
住みよくするための活動を組織的かつ継続的に行
う、総合的なネットワーク型組織である。校区内
の各自治会や地域諸団体等によって構成されてい
る。
この校区組織は、⒈2でみた協議会型住民自治組
織の一般的な組織特性に加え、以下の特徴を有し
ている。1つ目は、包括補助金によって、有償専従
の事務局の設置を可能としていることである。各
校区組織が独自で事務局を持ち、事務局長1名と地
元採用の事務局員 1－ 2 名が配置されている。事
務局長と事務局員は、校区組織が雇用するかたち
をとる 18）。2 つ目は、校区ごとにコミュニティセン
ター（以下；コミセン）が整備されていることで
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ある。管理運営は、校区組織が委託を受けている。
校区によって規模の差があるが、例えば安武では、
コミセン内にホール、会議室、調理設備、事務局
の事務所などがあり、校区組織の活動拠点として
機能している 19）。

3．安武校区における課題解決の取り組み

3.1　安武校区の概要
安武校区は、久留米市西部に位置し、北部から
西部にかけて筑後川に面した農業地域である（図
1）。JR久留米駅から約 5㎞であり、市街地に隣接
しながらも恵まれた自然環境を有している。校区
人口は、5,927 人（2,424 世帯）、高齢化率が 32.2％
である（2018 年 4 月時点）。「福祉のまち 安武」を
目標に、協議会型住民自治組織である振興会が校
区活動に取り組んでいる。地域諸団体にとどまら
ず、校区内の社会福祉法人も構成団体であること
が特徴であり、地縁団体と福祉団体が力を合わせ
ながら、一定の成果をあげている。
振興会の目下の課題は、地域との関係が薄い小
学生から 40 代までの世代、なかでも特に、小学生、
中学生、成人男性が関わりうる機会の創出である。
その課題を念頭にして対象ごとに、温かい食事と
居場所の提供を目的とした「こども食堂（小中学
生）」や学習の場を提供する「安武塾（中学生）」、
交流機会を創出する「男の料理教室（成人男性）」
といった多様な取り組みを始めている。

3.2　調査の概要
3.3以降は、安武のこども食堂の取り組みを事例

に論を進めるが、その内容は安武での 2つの調査
結果に基づいている。調査の概要を以下に示す。
（1）安武校区まちづくり振興会に関する調査
振興会による校区活動の現状と地域課題解決の
あり方を把握するため、振興会リーダー層を対象に
活動内容、組織体制等について広く尋ねた（表 1）。

（2）こども食堂の運営と担い手に関する調査
1.2で前述したように、本調査では、こども食堂

に焦点を当て、校区の有志から成る「安武こども
食堂実行委員会（以下；実行委員会）」の構成員へ

表 2.こども食堂の運営と担い手に関する調査の概要

対象

安武こども食堂実行委員会のコアメンバー（4名）
性別
年齢 所属・役職 住まい

A
女性
40 代

振興会 事務局員
小学校 PTA 会長 安武

B
女性
50 代 社会福祉法人 拓く 理事長 津福

C
男性
30 代

社会福祉法人 拓く 
小学校 PTA 副会長 安武

D
女性
80 代

三原さん家 代表
更生保護女性会 会長
校区社会福祉協議会 元会長
ポレポレ倶楽部 副会長

安武

実施 2017 年 8 月 5 日、8 月 10 日、
12 月 19 日 方法 半構造化面接

質問
項目

①こども食堂の取り組みの動機と関わり、②こども食堂
に対する評価と課題、③校区活動への関わり、④校区活
動に対する評価と課題、⑤所属団体の活動内容

注）B・C・D氏は、グループヒアリングによって聞き取った

図 1.久留米市安武校区の位置（筆者作成）

表 1.安武校区まちづくり振興会ヒアリング調査の概要

対象

安武校区まちづくり振興会のリーダー層（2名）
性別
年齢 所属・役職 住まい

ア 男性
70 代 振興会 会長 安武

イ 男性
60 代

振興会 副会長
安武校区人権啓発推進協議会 
会長
安武こども土曜塾実行委員会

安武

実施 2017 年 8 月 5 日 方法 半構造化面接
質問
項目

①地域の現状と課題、②校区活動の現状と課題、
③こども食堂等の取り組みに対する評価と課題
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のヒアリング調査を実施した（表 2）。こども食堂
の開催経緯、運営の仕組みを尋ねたうえで、中心的
役割を果たす振興会事務局員 A氏、社会福祉法人
拓く（以下；「拓く」）B氏と C氏、三原さん家代
表 D氏の 4名（以下；コアメンバー、または、担
い手）には、関わりや役割について深く聞くとと
もに、こども食堂の取り組みの動機も捕捉した。

3.3　振興会の組織体制と構成団体
（1）安武校区まちづくり振興会の組織体制
振興会は、2008 年 4 月に校区公民館振興会を再

編し設立された地域を代表する組織である。振興
会の下にテーマごとに 4つの部会を設置している
（図 2）。各部会には、テーマに関連する団体や教育
関係機関が参画し、各々の強みや長所をいかしつ
つ、連携して取り組みを進めている。旺盛な校区
活動の中でも、構成団体である「拓く」、三原さん
家といった福祉団体と地縁団体の連携が特徴的で
ある。また、振興会を中心としながらも、子ども
に農業体験を提供する「百

ひゃくしょうかい

祥会」や清掃活動を行
う「美

び

・スケット」、住民同士の支え合いに取り組
む「一般社団法人ほんによかね会」といった、部
会活動とは異なる様々なボランティアグループ等
が活動を展開している 20）。前述の「拓く」、三原さ
ん家はこども食堂の取り組みに深く関わっている
ことから、組織の概略と特性を以下に整理する。

（2）社会福祉法人 拓く
「拓く」は、知的、身体障がい者のグループホー
ム等を運営する社会福祉法人である 21）。安武内の
障害者福祉事業所「出会いの広場ポレポレ」に法人
本部を置く。本部を安武に移して 15 年以上経ち、
地域との交流を通じて障がい者や「拓く」の活動
が地域に受け入れられている。近年は、障がい者
だけでなく、誰もが地域で安心して暮らすための
支え合いの重要性を感じ、地域と連携した取り組
みを積極的に展開している 22）。

（3）三原さん家
ち

地域住民である D氏の自宅である。2009 年に、
「拓く」の協力を得て自宅倉庫を改修し、グループ
ホームを始める。以前からD氏宅は、近隣住民の交

流の場となっていたこともあり、子どもから高齢
者、障がい者への食事と団欒の提供を目的とした
「地域食堂」を 2009 年に開始し、継続している 23）。
D氏は、校区社会福祉協議会、更生保護女性会な
ど地域諸団体の長として深く地域活動に関わって
いる。その一方で「拓く」とも前述の協力関係に
あり、「拓く」の後援会「ポレポレ倶楽部」副会長
を務めている。地域で活動しながら、福祉に関す
る市民活動的動きをする D氏の存在は、福祉団体
と地縁団体の橋渡し役として注目すべきところで
ある。

3.4　こども食堂の概要と立ち上げプロセス
（1）こども食堂の概要
こども食堂は、「子どもは地域の宝」を合言葉に、
子どもたちへの温かい食事と居場所の提供を目的
とした活動である 24）。月 2回、土曜日の 11 時半か
ら13時の時間帯にコミセンを会場に開催されてお
り、小中学生を対象に、昼食を 100 円で提供して
いる。主催は、実行委員会、後援が振興会と「拓
く」である。実行委員会は、こども食堂に関心を
持つ個人から成る。実態としては、振興会が実行
委員会の取り組みをバックアップするかたちであ
る。2015 年 12 月の初回から第 28 回までの参加者
は延べで、子どもが 1,196 名、ボランティアが 483
名に上る。以降では、こども食堂の立ち上げプロ
セスをみていく。

図 2.振興会の組織体制（筆者作成）



－26－

地域課題の解決を可能とする協議会型住民自治組織の組織特性と担い手の特徴

（2）こども食堂の立ち上げプロセス
①有志の結集期（2015年 12月上旬）
2015年12月に第1回が開催されたこども食堂の
経過を整理すると、有志の結集期、立ち上げの準
備期、始動・継続期の 3つに大別される（図 3）。
有志の結集期は、「拓く」理事長 B氏の声掛けで
初会合が開催され、振興会事務局員 A氏、「拓く」
の C氏、三原さん家代表 D氏を含めた有志 7，8名
が結集した時期である。初会合を経て、こども食
堂の実施と有志から成る実行委員会の結成が決定
された。
②立ち上げの準備期（同 12月中旬）
準備期は、こども食堂の実施に要するものを集
めるために、実行委員会が振興会と構成団体、個人
に協力を依頼した時期である。詳細は、4.2で後述
するが、実行委員会は、振興会からコミセンの会場
利用と調理設備・食器類の貸与、さらには、調理に
関わる光熱費の拠出といった協力を得ている。こ
の他、安武こども土曜塾（以下；「土曜塾」）、小学

校、近隣農家から協力を得ることに成功し、こど
も食堂の実施体制を整えている。
また、更生保護女性会、「拓く」スタッフ、小学

校 PTAに声を掛け、調理や配膳に関わるボラン
ティア（以下；調理ボランティア）を集めている。
③始動・継続期（同 12月下旬ー 2017年 12月）
準備期を経て、同年 12 月 26 日に第 1回こども
食堂を開催している。始動・継続期は、地元民間
企業から新たな調理ボランティアが加わり、前述
した調理ボランティアを含めた持ち回りによる調
理体制を築いている。
ここまでがこども食堂の立ち上げプロセスであ
る。このプロセスから安武の取り組みの進め方の
特徴をみることができる。1つ目は、有志個々人
の発意から始まった動きであり、その点では志を
ベースとした市民活動的動きでもあるが、個々人
の問題意識を束ねながら、地域全体にその問題意
識を共有する、つまり、「地域の課題」とすること
によって、地域全体としてこども食堂に取り組ん
でいる点である。2つ目は、地域内合意を得ること
で、地域資源や振興会の仕組みを活用できるよう
にしている点である。ここから、こども食堂は個々
人が動くことによって仕組みを作ろうとしたので
はなく、もともと校区活動の一環と捉えながら創
出した取り組みであることが推察できる。そして3
つ目は、地域の活動とする一方で、地域団体等の所
属者だけでなく、誰もが個人として関わりうる実
行委員会方式とすることで、開放性を担保してい
る点である。この実行委員会という舞台装置の上
に、中心的な役割を担う数名の人材がいることに
よってこども食堂の取り組みを動かし得ている。
では具体的に、実行委員会の結成、振興会や構成
団体等との協力体制の構築、調理ボランティアの
獲得はどのようにしてなされたのであろうか。そ
こで 4ではコアメンバー（担い手）のこども食堂
での関わりと果たした役割の分析を通じて、取り
組みを校区活動に位置付けながら動かし得た要因
をみていく。

図 3.こども食堂の立ち上げプロセス（筆者作成）



－27－

花園大学社会福祉学部研究紀要　第28号　2020年 3 月

4．担い手の役割とこども食堂が動く要因

4.1　担い手の存在と関わり
本節では、こども食堂の運営と担い手に関する
ヒアリングの調査結果（表 3）をもとに、こども食

堂の担い手（コアメンバー）の立ち上げプロセス
における関わりと果たした役割について分析を進
める。まず、4.1と 4.2で担い手の関わりと役割に
ついて考察する。次に、4.3でこども食堂の取り組
みが動き得た要因を担い手と組織（振興会）の関
係性から読み解くこととする。
こども食堂を実施する実行委員会の特徴は、振
興会構成団体が組織として名を連ねるかたちでは
なく、趣旨に共感した個人単位での参加のかたち
をとっていることである。3.4で前述したように、
こども食堂を動かすより小さな単位である実行委
員会を構成する個人に着目してみると、振興会事
務局員 A氏、「拓く」の B・C氏、三原さん家代表
D氏という 4名の中核を担う人材の存在が浮かび
上がる。
担い手の果たした役割の詳細は、次節で後述す
るが、理解を進めるうえで先んずるならば、A氏は、
振興会事務局の立場でこども食堂を地域としての
取り組みとするための位置付けを構想するとと
もに、こども食堂に要する人材や地域資源のコー
ディネートを行っている。また B・C氏は、「拓く」
の活動を通じて培った人的資源や経験の提供を、D

氏は地縁団体と福祉団体を結ぶ橋渡し役を果たす
とともに、「地域食堂」の経験をいかした専門性の
提供を行っている。こども食堂を取り組みうるの
は、実行委員会のコアメンバーの関わりによるも
のと言える。

4.2　担い手の果たす役割
（1）有志の結集期（2015年 12月上旬）
有志の結集期は、コアメンバーの想いからス
タートしたこども食堂の企画が、初会合を経て校
区活動に位置付けられた時期である。有志から成
る実行委員会が結成され、振興会がそれを後援す
るかたちで動き出している。
結集期に振興会事務局員 A氏が果たした役割
は、個々人の想いで始まったこども食堂の企画を
校区として取り組むべき課題として引き上げると
ともに、振興会会長と協議し、校区全体で取り組
めるようにしたことである。A氏は、初会合前後に
振興会会長ア氏に対し、こども食堂の実施と実行
委員会の結成について相談している。そこで、こ

表 3.こども食堂の運営と担い手に関する調査の結果
①こども食堂の取り組みの動機
１．  「土曜塾」で、子どもが反抗的だったり、べったりくっつ

いてくる姿を見て、親との時間や親密な関係が不足してい
るのではと感じた（A）

２．  朝ご飯の習慣がない子どもが多く、当初は、朝ご飯を提供
したいと考えていた（B、D）

３．  振興会と協力しながら、障がい者も健常者も、誰もが安心
して暮らせる地域にしたい（C）

４．  子どもの頃に障がいを持つ方と接する機会があると、成長
しても自然に接することができる（C）

②事務局と振興会リーダー層との関係
５．  事務局が勝手に動くのではなく、振興会会長ア氏に相談し
ながら進めている。会長は、「まず、やってみんね」と後
押ししてくれ、結果に対しては、「よかのができたね」と
言って支えてくれる。こども食堂に限らず、他の取り組み
でも同じ関係である（A）

６．  振興会の仕事ではないかもしれない取り組みも、先をみれ
ば必ず振興会がやるべきことになる。そういう点も会長に
理解してもらいながら、事務局として動いている（A）

③事務局としての関わりと役割の認識
７．  事務局員になる前は、地域活動に関わったことがなかった。
有償であるから関わり得た。なる前は、事務的な仕事が多
いと想像していたが違った。今は天職に近いと感じている
（A）

８．  事務局員として働く際は、「端（はた）を楽（らく）にす
る」という視点を大切している（A）

９．  様々な取り組みが振興会の方向性と大きく外れないよう、
バランスをとる役割もある（A）

10．  個人としての動きと振興会事務局員の立場での動きはぐ
ちゃぐちゃかもしれないが、常に、自分を客観的にみるよ
うにして、事務局員として逸脱しないようにしている（A）

④ PTA有志など次代の担い手の巻き込み
11．  B氏、D氏がいるうちにこども食堂や他の活動をかたちに
していきたい。かたちができあがると若い人（子育て世代）
たちもそれに参加しながら、活動を続けていける（A）

12．  PTA有志にこども食堂が関わることは、災害時の炊き出
しに備えた訓練になるとも考えている。高齢となった地域
リーダー層の体力では、1日でダウンしてしまう（A）

13．  イベント等の段取りのマニュアルを作成し、それを見れば
はじめて参加した人でも作業や手伝いができるように “見
える化 ”している（A）

14．  充実感を持って役割を全うしてもらうことが大事。そうす
れば、次もまた来てくれる（A）

⑤コアメンバー間の信頼関係
15．  B氏、C氏、D氏は、振興会の外の視点や考えを持ち込ん
でくれる（A）

16．  三原さん家代表のD氏は地域で何かやる時の見習うべき先
人である。B氏は、人にも取り組みにも分け隔てなく均等
に淡々と取り組む。その姿勢を学んでいる（A）

17．  A氏が有能であるがゆえに、活動上の負担が集中している
のではと心配もしている（C）
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ども食堂が校区活動の方向性に合致するかの確認
を行うとともに、実行委員会方式を取り、振興会
が後援するという実施体制に対しての合意を得て
いる。これを可能とするのは、振興会事務局の業
務で培った A氏と振興会会長との信頼関係に加え
て、校区活動の方向性と課題、地域の力量を熟知
した A氏の包括的視点があったからである。
この A氏たちのこども食堂の動きに対して、振

興会会長ア氏は、「よかね。やってみんね」と言葉
掛けを行い、A氏を後押しする姿勢をとっている。
この担い手の動きを支える地域リーダーの姿勢が
取り組みの実現に重要だったと考えられる 25）。

A氏はまた、初会合で実施が決定した後、こども
食堂の立ち上げ時に発生する多くの事務や調整事
項を一手に引き受けている。詳細は後述するが、A

氏は、校区活動に位置付けられたこども食堂に要
する地域資源や人材を集め、マッチングさせてい
く役割を果たしている。この調整とマッチングの
役割を果たすにおいて、A氏の振興会事務局とい
うポジションが非常に有効に働いている。
次に結集期におけるD氏の役割をみる。D氏は、
地縁団体と福祉団体の双方から信頼され、多くの
人的ネットワークを地域内に有している。そのた
め、A氏が「D氏は地域で何かやる時の見習うべ
き先人である（16）」と語るように、初会合時に D

氏がいたことは、有志に安心感と結束を与えたと
推察される 26）。そして、D氏の果たしたもう 1つ
の大きな役割が、三原さん家で開催している「地
域食堂」で培った食事提供や居場所づくりの経験
とノウハウをこども食堂に提供したことである。

（2）立ち上げの準備期（同 12月中旬）
準備期は、こども食堂の取り組みを校区活動に
位置付けたことにより、振興会や構成団体から協
力を得られるようになった時期である。会場、食器
類などこども食堂に要する資源を集めるために、
振興会や構成団体に協力を仰いでいる。
その際に中心となって動いたのが A氏である。

事務局員として校区活動で培った信頼関係とネッ
トワークをいかし、振興会や構成団体、個人から
協力を得ている。振興会からは、コミセンの会場
利用と調理設備・食器類の貸与、さらには、調理

に関わる光熱費の拠出を取り付けている 27）。この
他、安武こども土曜塾実行委員会の責任者である
振興会副会長イ氏と相談し、講演や体験を通じて
子どもに学びの機会を提供する「土曜塾」とこど
も食堂を午前・午後の同日開催とすることで調整
している。その結果、双方の取り組みに親子が参
加しやすい状況を創出している。

A氏は、振興会や構成団体に協力を仰ぐと同時
に、個人のネットワークもいかし、近隣農家から
は野菜を、A氏が PTA会長を務める小学校からは
児童と保護者への広報の協力を得ている。
この他、A・B・C・D氏は、個人のネットワー

クをいかしたボランティアの獲得という役割を果
たしている。まず、A・C氏は、小学校 PTAに呼
び掛け、調理ボランティアとしての協力を取り付
けている。仕事と子育てで多忙な PTAから有志を
集め得たのは、A・C氏 が小学校 PTAの会長と副
会長を務めており、そこでの信頼関係があったこ
とが大きい。また、「拓く」の B・C氏は、所属団
体の「拓く」スタッフに、D氏も代表を務める更
生保護女性会に声掛けを行い、調理ボランティア
を集めている。

A氏はさらに、集まった調理ボランティアがこど
も食堂に関わりやすい環境を意識的につくってい
る。地域活動の多くが経験知・暗黙知によって運営
されることに問題意識を持つ A氏は、校区イベン
トやこども食堂のマニュアルを作成するなど、手
順を「見える化」することにより、新たに活動に関
わる者の参加のハードルが低くなるよう努めてい
る。このことは、「充実感を持って役割を全うして
もらうことが大事。そうすれば、次もまた来てく
れる（14）」、「働くとは、傍（はた）を楽（らく）
にすることだから、誰もが関わりやすい状況を作
ることも事務局の役割と認識している（8）」とい
う発言から読み取ることができる。

（3）始動・継続期（同 12月下旬ー 2017年 12月）
始動・継続期は、こども食堂を始動・継続する
と同時に、有志だけでなく、調理ボランティアに
よる調理体制を築いた時期である。
継続期に A氏は、前職の民間企業でのつながり
から 28）、地元民間企業からも調理ボランティアの
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協力を得ている。その結果、継続期には、更生保
護女性会、PTA、民間企業等から参加する調理ボ
ランティアによる持ち回りでの調理体制を築いて
いる。
以上がこども食堂の立ち上げに際して、担い手
が果たした役割である。続く 4.3では 3と 4.1、4.2

の小括として、担い手の特徴を整理したうえで、そ
れらの担い手によるこども食堂の取り組みが動き
得た要因をまとめていく。

4.3　こども食堂の取り組みが動き得た要因
（1）担い手の特徴
①個々の問題意識を地域課題に引き上げる
前述した 4.2からは、こども食堂の立ち上げと実
施において、A氏が、こども食堂に要する人材や
地域資源のコーディネートを、B・C氏が、「拓く」
の活動を通じて培った人的資源や経験の提供を果
たしていることがわかる。また D氏は、地縁団体
と福祉団体を結ぶ橋渡し役を果たすとともに、「地
域食堂」の経験をいかした専門性の提供を行って
いる。
前述したように、個々人の発意から始まったこ
ども食堂の取り組みは、一見するとコアメンバー
の市民活動的動きに見え、ややもすると事務局員A

氏の卓抜したコーディネート力や B・C・D氏の専
門性という個人の資質によって取り組みが実現し
たようにみえるが、そうではない。分析を通じて
明らかになったことは、子どもたちへの温かい食
事と居場所の提供の必要性を地域全体に共有しな
がら、地域課題として位置付けることで、地域と
してこども食堂に取り組むかたちを創出したこと
によるいうことである。その結果、振興会の仕組
みや地域資源を活用できたと同時に、構成団体の
協力も得るなどコアメンバーだけではない「オー
ル地域」での取り組みが可能となっている。

A氏のヒアリングから、こども食堂の立ち上げ時
から校区活動として取り組むことを念頭にしてい
ることがわかっているが、A氏がそれを成し得た理
由として以下の 2つが考えられる。1つ目は、振興
会事務局の業務を通じて、校区活動の方向性と課
題、地域の力量を熟知していることである。地域を
包括的に捉える視点を有しているからこそ、ゆる

やかに校区活動に布置させることができている。2
つ目は、地域リーダー層への逐次的な相談と方向
性の確認である。細やかに合意を取りながら、こ
ども食堂の取り組みを進めている。
このように、担い手の進め方の特徴の 1 つは、
個々人の発意を束ねながら地域課題として引き上
げることで、地域全体として取り組む点であるこ
とが分析から示される。担い手のこの他の特徴と
して、個人のネットワークの活用や所属組織から
の信任があることも見出される。
②個人ネットワークの活用
ⅰ）三原さん家代表 D氏のネットワーク
前述したように三原さん家代表 D氏は、地縁
団体と福祉団体の双方から信頼され、多くの人的
ネットワークを地域内に有している。この D氏の
地縁団体と福祉団体にまたがるネットワークが双
方の橋渡しに有効に機能している。
ⅱ）振興会事務局員 A氏のネットワーク

A氏の個人のネットワークが、近隣農家からの食
材提供や、PTA有志や地元民間企業から調理ボラ
ンティアの協力を得ることにつながっている。さ
らに A氏は、振興会事務局の業務を通じ、事務局
としてのネットワークが形成・強化されたことに
より、構成団体である「土曜塾」の協力も得てい
る。
③所属組織から信任
担い手は、振興会事務局員、「拓く」理事長、三

原さん家代表というように、所属組織から組織の
代表者として信任を得ている者である。一個人で
はなく、組織から信任された個人であることが、所
属組織の有する資源や仕組みを活用することを可
能としている。A氏の場合は、事務局員の立場で
あるからこそ、振興会や構成団体の協力を得るこ
とができている。B・C氏も「拓く」の中で信頼さ
れた立場にあるがゆえに、「拓く」スタッフから調
理ボランティアの協力を得ることができている。
以上が担い手の特徴である。地域課題として位
置付けることにより、地域資源や振興会の仕組み
を活用できるようにしたことが進め方の大きな特
徴と言える。以降では、ここまでで明らかにしたこ
ども食堂の運営の仕組み（図 4）を参照しながら、
こども食堂の取り組みが動き得た仕組みをまとめ
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る。

（2）こども食堂の取り組みが動き得た仕組み
①  「オール地域」で取り組みうる振興会の組織体制
振興会は、構成団体と協力しながら、「オール

地域」で地域課題解決に取り組みうる連合体制を
持っている。社会福祉法人が構成団体に名を連ね
ていることは特に注目に値し、このことが福祉的
課題に対する取り組みの推進に結びついている。
また、更生保護女性会や PTAといった既存の地
域諸団体の組織と勢力的な活動があることも振興
会の強みである。実行委員会が、この振興会の有
する地域資源を活用でき、既存地域諸団体の協力
を得られたことが、こども食堂の創出を円滑にさ
せている。
②振興会が有する地域資源
振興会は、「オール地域」で動きうる仕組みを持
つとともに、校区活動の推進を目的として活動拠
点（コミセン）、活動資金、校区全体に届く広報手
段（広報安武）といった地域資源を有している。こ
の地域資源を活用できたことが、短期間でのこど
も食堂の立ち上げを可能としている。
③有償専従の事務局体制
こども食堂の取り組みを可能とした大きな要因
として、有償専従の事務局体制がある。この事務局
が勢力的な校区活動を支えている。何よりも、有
償の事務局のポジションが A氏の関わりを可能と
している。A氏は事務局の仕事にやりがいを感じ
ているが 29）、「事務局員になる前は、地域活動に関

わったことがなかった。有償であるから関わり得
た（7）」というように、やりがいだけでなく、有
償性が A氏の校区活動への関わりを可能としてい
ることが明らかになっている 30）。
以上のことから、担い手を中心としたこども食
堂の取り組みが動き得たのは、担い手が有する個
人の力量やネットワークだけでなく、振興会の有
する組織特性と地域資源、既存地域諸団体の存在
によることがわかる。これは安武における校区活
動を動かすうえで骨格となるものであり、地域課
題解決の取り組みの創出を可能とする振興会（地
域）の基礎力であると評価できる 31）。この担い手
による課題解決の動きを促進させる振興会の有す
る組織特性と地域資源、既存地域諸団体の存在を
「地域の仕組み」と称するならば、安武においてこ
ども食堂の取り組みを可能としたのは、担い手が
地域リーダーの後押しを得ながら、この地域の仕
組みを活用できたからであると考えられる。

A・B・C・D氏という担い手の力がなければ、こ
ども食堂の取り組みは動かなかったと言える。ま
たその一方で、担い手が存在しても、地域の仕組み
がなければ、地域全体で取り組むことはできてい
ないと推察される。個々の問題意識を持つ担い手
がおり、その問題意識を重ね合わせつつ、振興会が
取り組むべき地域課題とすることによって、「オー
ル地域」として取り組むことができている。つま
り、担い手と地域の仕組みのいずれかではなく、担
い手と地域の仕組みの双方が揃ったことが、こど
も食堂の取り組みが動き得た要因である。
この安武の事例が示唆することは、個々人の発
意を個人やグループの動きで終わらせるのではな
く、個々人の「私」発の関心を受け止め、個人の力
量とネットワークを巧みに組織の力とすることが
肝要であるということである。そのためには、担
い手の動きを支える地域リーダーの姿勢と担い手
の関わりを担保するあり方が重要となる。

5．  地域課題解決をなしうる組織特性・人的資
源・仕組みのあり方

5.1　物事を動かす土台となる「地域の仕組み」
安武が示すものは、担い手が組織を動かし、組織

図 4.こども食堂の運営の仕組み（筆者作成）
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が担い手を動かすということであり、その相互連
関的作用が地域課題解決の態勢構築につながると
いうことである。数多ある協議会型住民自治組織
の地域課題解決のあり方を安武の振興会の事例の
みで語ることは不十分かもしれないが、他事例の
研究を念頭にしつつ、その一歩目として本事例か
ら明らかになった地域課題解決に有効な組織の特
性や地域資源といった地域の仕組みを抽出し、最
後に地域の仕組みを動かす担い手の特徴からみた
参加のあり方を整理することで、まとめとする。
（1）地域課題の解決に有効な組織の特性
①地域代表性を有する
協議会型住民自治組織の多くは自治体から制度
的に「地域を代表する組織」として位置づけられ
ており、パートナーシップ関係にある。地域内に
おいても、振興会のように地域住民全員を会員す
るなど形式的・実質的に地域を代表していること
が、地域の合意をまとめながら課題解決に取り組
むために重要となる。
②「オール地域」で取り組みうる連合体制を持つ
協議会型住民自治組織の一般的な組織特性で示
したように（1.2）、複雑化・複合化する地域課題に
対して、「オール地域」で取り組みうる連合体制を
持っていることが重要である。この「オール地域」
で動きうるためには、先に挙げた地域代表性がそ
のベースとして必要となる。なお、安武のように、
地縁団体だけでなく、福祉団体が含まれることは、
福祉的課題への対応に有効に働く。
③地域全体としての目標がある
振興会の「福祉のまち 安武」のように地域全体
としての目標を掲げることは、構成団体が一致団
結して課題解決を図るうえで有効である。
④専従的な事務局体制を有する
地域運営に向けて事務局の仕事の量・質とも大
きくなる中、無償でボランタリーな事務局機能に
は限界がある。地域課題解決の態勢構築に向けて
は、専従的な事務局体制を有することが望ましい。
事務局の存在は、第一に、地域課題を包括的に捉え
る視点を有しうること、第二に、地域課題の継承性
を担保しうるという意味で極めて重要である。久
留米市の校区組織の有償専従の事務局体制は、有
償性が地域の担い手発掘を促進するという点で示

唆に富む。

（2）取り組みの創出を円滑にする地域資源
①活動拠点
校区組織が拠点施設としてコミセンを有するよ
うに、活動や話し合いの場を有することは、課題
解決の取り組みの創出を円滑にする。
②活動資金
課題解決に取り組むうえで、活動資金の確保は
不可欠である。パートナーシップを結ぶ自治体か
らの補助金等の活用や、協議会型住民自治組織自
らが収益事業・委託事業を行うことが望まれる。な
お、活動拠点や活動資金以外にも、地域全体に届
く広報手段を有することは、取り組みを周知して
いくうえで重要となる。
③既存地域住民組織等の存在と活動の蓄積
協議会型住民自治組織は、地域住民組織を中
心として、地域内に存在するボランティア団体、
NPO、学校、PTA、企業等の多様な主体から成る。
それゆえ、協議会型住民自治組織の課題解決の力
量は、構成団体の活動性の高さと活動蓄積に大き
く左右される。既存地域住民組織等の旺盛な活動
がベースにあることは、課題解決の取り組みの創
出を容易にする。

5.2　個々人の力を束ね、地域の力とする
（1）個人の関心・問題意識で動く担い手の存在
本研究では、地域の仕組みと同時に、それを活
用する担い手の存在が重要であることを明らかに
した。多くの地域が担い手問題を抱える中、近年
は「地域のため」だけでなく、「（自身の）子ども
のため」や「社会貢献を通じた自己実現」を動機
として地域に関わる者がみられ始めており、新た
な担い手としての期待も高まっている 32）。
ただこの場合、問題として残るのは、有志による

取り組みは同じ問題意識や関心を持つ者で活動の
輪がとどまるものが多く、組織だった活動への展
開が難しいということである 33）。個々人の発意を
個人やグループの動きで終わらせないためには、
安武が示すように、「私」発の関心を受け止め、個
人の力量とネットワークを巧みに組織（地域）の
力とすることが重要である。そのために、担い手
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の動きを支える地域リーダーの姿勢と担い手の関
わりを担保するあり方が肝要となる。

（2）「地域の仕組み」で支え、地域の力とする
担い手が個々人の想いを組織化して動きうるた
めには、その動きを地域の代表組織がバックアッ
プすることが重要となる。例えば、地域を代表する
組織が後援するかたちで担い手の取り組みに信頼
性を担保することがその 1つである。また、組織
として担い手に役職や立場を提供することによっ
て、担い手個人の属人的動きではなく、組織の役割
を全うする立場として動きうるようにするなど、
立ち位置を付与することで担い手が自由に地域の
仕組みを動かせるようにすることも必要である。
これ以外には、安武の有償専従の事務局のように、
地域の活動に仕事として関わりうるポジションを
担保するあり方も参考になる（4.3）。
このように、担い手が関わりうる環境を創出す
ると同時に、その担い手に「地域の仕組み」を提
供し後押しすることによって、個人の力を地域の
力にとしていくことが重要である。

5.3　  担い手と組織の相互連関的作用による態勢
構築

　　－人が仕組みを動かし、仕組みが人を支える－
本稿で明らかになったことは、高い資質を持つ
個人（担い手）の存在があれば地域課題解決の取
り組みが可能となるというものでも、協議会型住
民自治組織の組織特性や地域資源等の「地域の仕
組み」があればできるといったものはなく、この
双方が相互連関的に作用することにより、個人の
力を束ねつつ地域の力とすることが、地域課題解
決に重要であるということである。担い手の持つ
個々人の力やネットワークが加味されたものは、
それ自体が「新たな地域の仕組み」という側面を
持つと言える。とするならば、個人（担い手）と
組織の相互連関的作用を一過性のものとするので
はなく、それを繰り返していくことで、相補的に
関係し合いながら相互に発達していくことが望ま
れる。個人（担い手）と組織の相互連関的作用の
反復による相互の発達こそ、地域課題解決の態勢
の構築につながっていく。

以上のことが、協議会型住民自治組織が地域課
題解決をなしうるための重要な要件である。本研
究では、安武におけるこども食堂の考察から、地
域課題解決をなしうる組織特性・人的資源・仕組
みの要件を抽出するとともに、それらの相互連関
的作用による地域課題解決の態勢構築のあり方を
明らかにした。ただ、個人やグループが、地域の
中で動きやすい関わり方や組織がどういったもの
で、どのように従来の地域住民組織等との連携に
つなげていくかの筋道は、課題として残っている。
それについては、安武を継続して精緻にみること
と、新たな事例も並びみていくことで、本論考の
研究を進めていきたい。
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注釈
１）本研究では、概ね小学校区程度の圏域の地域を対象に、
そこを舞台として活躍する地域課題解決の担い手に着
目する。同じ小学校区でも都市部と山間地・漁村では、
校区の範囲、人口の過密・過疎、生産や消費構造等が大
きく異なるため、本研究では、都市部の小学校区に限定
し、その内実をみる。

２）例えば地域福祉の領域では、2008 年の「これからの地域
福祉のあり方に関する研究会報告書」において、地域に
おける「新たな支え合い」の確立が提案されており、地
域住民のつながりを再構築し、支え合う体制の実現を目
指す方向にある。

３）阪神・淡路大震災時に、神戸市長田区真野地区等におい
て地域の支え合いの有効性が確認された。さらに東日本
大震災を経た近年は、地域コミュニティの必要性がより
強く語られている。

４）名和田（2015）の「地域運営」の説明を援用し、本研究
では、地域課題の解決を「該当地域の住民たちが共通的
な生活ニーズや課題に対応したサービスを供給する態
勢をつくること」と定義する。課題解決という場合も、
課題が根治的に解決された状態ではなく、課題解決に向
けた取り組みが創出された状態や、取り組みが継続的に
実施されている状態を指す。

５）乾（2015）は、「地域課題を解決するために地域組織が
地域（コミュニティ）を運営する」ことは多くの地域に
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とって新しい事態であることを指摘したうえで、求めら
れているのは、①地域の想いに耳を傾け、②地域の課題
を発見し、よくなる方向を見定め、③地域の力を集めて
課題解決に取り組む組織であり、そのために、④地域住
民を束ねて話し合い、地域のことを地域で決めることが
でき、時として、⑤地域を代表して行政と対等に交渉し
協力することができる組織であると言及している。本稿
で扱う担う力や担う仕組みは、この一連の力量を指す。

６）自治会・町内会など、比較的狭い区域で、住民相互の親
睦や地域課題に取り組むために組織された任意の団体
及びその連合会等を指す。

７）地域住民組織や NPO以外にも、社会的企業や協同組合
といったアクターへの期待も高まっている。

８）辻中（2007）らの調査によると、自治会の 44.9％が NPO

との連携を志向しているが、実際に連携している自治会
は全体の 30.3％にとどまる。NPOとの連携に関心を示
す自治会は多いものの、十分には連携が進んでいないの
が実態である。

９）小学校・中学校区を圏域とした住民の相互扶助とフォー
マル制度による自律的仕組みの構築の代表的動きとし
て、地域包括ケアシステムの構築や、総務省による地域
運営組織の形成（3,071 組織、2016 年 10 月時点）があ
る。

10）乾（2019）は、「コミュニティの制度化」を、自治体が地
域に働きかけ、概ね小学校区単位で、地域住民組織（自
治会・町内会・各種団体など）を一本化し、地域を包括
的に運営する「協議会型住民自治組織」を設立しても
らったうえで、行政が当該組織を制度的に「認定」（条
例もしくは要綱による）することで、これまでは制度的
には単なる任意団体でしかなかった地域住民組織を「地
域を代表する組織」、「行政のパートナーシップの相手」
として公式に位置付けることと説明している。

11）地域課題に包括的に取り組むために、地域側である程度
使途を決めることができる包括補助金を出す自治体も
多い。

12）代表例として、伊賀市の住民自治協議会や福岡市の自治
協議会がある。

13）（公財）日本都市センターの「地域コミュニティ活性化
に関する調査研究」において実施されたアンケート結果
より。

14）例えば、自治協議会制度を導入した福岡市早良区小田部  

校区では、子どもの安全を守ることをテーマに校区の子
育て世代が「だいこんの会」を結成し、自主パトロール
活動を行っている。「だいこんの会」と自治協議会は協
力関係にあり、自治協議会はその活動を側面から支援し
ている。

15）乾（2015）は、大阪市等を例に挙げ、もともと校区単位

で連合組織が存在し自治体の地域窓口が校区連合組織
であった地域は、「既存地域住民組織の屋上屋ではない
か」といった混乱が生じやすいと指摘している。

16）自治会加入率は 77.6％（2013 年時点）。平成 22 年度末に
旧 4町地域の区長制度が廃止され、行政区委嘱制度はな
い。

17）校区組織と久留米市はパートナーシップの関係にある。
校区組織と市が協働して地域課題解決を図ることが期
待されている。校区組織の設置要件は、「久留米市校区
コミュニティ組織の登録に関する規則」を参照。

18）46 校区すべての校区組織に有償専従の事務局がある。
校区コミュニティ組織運営補助金に活動経費や事務局
の人件費が含まれている。なお、平成 24 年度予算は、
491,060 千円（46 校区）である。内訳は、役員活動費、
常勤職員人件費など人件費が 454,982千円。維持管理費、
機材整備費が 36,078 千円 である。

19）地域（校区）が校区コミュニティセンターを建設し、市
に寄付するかたちをとる。その後に、市が校区組織にコ
ミュニティセンターの管理運営委託を出している。

20）「百祥会」は元自治会会長、「美・スケット」は元ふれあ
い班長から主に構成されている。「一般社団法人ほんに
よかね会」は、活動拠点施設「JAくるめ安武農産物直売
所そらまめ」において、直売所や地域食堂の運営を行う
ほか、若い世代の地域デビューを促す「3ヶ月ママチャ
レンジ」といった取り組みも実施している。

21）障がい児の保護者と教員等から成る市民・福祉団体「共
に生きる場を拓く会」を母体に、2000 年に法人を設立。

22）例えば、2002 年から毎年開催されている「ポレポレ祭
り」がある。「祭りを通して、地域の皆さんがつながり
あう」ことを目的に、地域との交流を深めている（来場
者 3,000 人）。

23）毎週金曜日の昼間に1食300円で提供。2010年から水曜
と金曜の週 2回となる。2017 年 12 月より、会場を安武
農産物直売所に移している。

24）こども食堂は、コアメンバーの「『土曜塾』に参加する
子どもの姿から、親子の時間や親密な関係の不足を感じ
た（A氏）」、「朝ごはんの習慣を欠いた子どもに食事を提
供したい（B・D氏）」という個々人の問題意識をきっか
けとしている。各自の問題意識は多少異なれど、各々を
尊重しながら、「子どもへの温かい食事と居場所の提供」
という共通目標を定め、取り組みをスタートしている。

25）A氏は、有志の結集期から始動・継続期の間、振興会会
長に逐次相談しており、校区活動の方向性とこども食堂
の取り組みが齟齬をきたさないよう心掛けている。この
ことは、「取り組みが振興会の方向性からズレないよう
にバランスをとっている（9）」という発言からも読み取
ることができる。
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26）A氏の「B氏は、人にも取り組みにも分け隔てなく均等  

に淡々と取り組む。その姿勢を学んでいる（16）」とい
う語りからは、B氏への信頼が読み取れる。一方で C氏
からは、「A氏が有能であるがゆえに、負担が集中してい
るのではと心配もしている（17）」と A氏を気遣う発言
がきかれているように、コアメンバーの協調行動にベー
スには、個人的信頼関係がある。信頼関係は、コアメン
バー間だけでなく、A氏と振興会リーダー層間にも築か
れている。

27）会場や光熱費に加えて、振興会の広報紙「広報安武」の
紙面を提供し、こども食堂の周知等の機会を提供してい
る。

28）A氏の前職場の取引先企業の従業員である。
29）A氏は、「事務局員は、事務的な仕事だと想像していた 

が、違っていた。コーディネートを行うこの仕事は天職
に近い（7）」とやりがいについていきいきと語っている。

30）以前は、民間企業（食品卸売業）に勤務していたが、仕
事と子育ての両立を図るため、事務局員に転職してい
る。

31）これらは他の校区組織も概ね備えているものとも言え
る。筆者が 2019 年 9 月に調査した鳥飼校区まちづくり
協議会も安武に類する組織特性と地域資源を有してい
ることがわかっている。

32）筆者らが実施した神戸市真野地区のアンケート結果で
は、仕事と子育てで多忙な子育て世代（30 代）の地域活
動に関わる一番の動機は、「（自身の）子どものため」で
あることが確認されている。詳細は、深川（2017）を参
照されたい。

33）内閣府（2018）では、地域コミュニティの相互扶助の弱
体化が懸念される一方、個々人の意識に着目すると社会
貢献・地域貢献といった意識の高まりみられることが報
告されている。これに関して浦（2014）は、報告内容に
同意しつつ、「個人的な意欲は、何かのきっかけがない
限り具体的な行動となって現れにくく、またそれらが組
織的に展開することは期待できない」と個々人の地域貢
献意識を力に変えることの難しさを指摘している。
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